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筑波大学における大学と附属学校との連掛こよる  

保健体育科教育実習のあり方の検討  

一附属学校教育実習の実態と連携の試み－  

宮崎 明世  
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Abstract  

Everyyear、OVer2OOstudentsoftheSchoolofHealthandPhysicalEducation，UniversltyOfTsukuba，  

taketheteaehingpracticun－forthequalificationofateacher・Someofthestudentsareasslgnedtothe  

SChooIsaffiliatedwiththeuniversltyandtheteachersoftheaffiliatedschooIstakechargeoftheadvance  

guidanceandthefollow－uPteaChjngaswe】l・Whiletheybearimportantpartsofteacher－tralnlngCurSeS  

OftheUniversltyOfTsukuba，manyprOblemsconcern1ngtheteachingpracticurnStillremain・Sorneof  

themarecausedbyluckofcommunicationsbetweennotonIytheuniversltyandaFmiatedschooIs，buf  

alsoamongtheafnliatedschooIs．  

lexaminedthemeetlngSanddiscussionswhichthefacultyoftheuniversltyandtheteachersofthe  

afnliatedschooIsheldtoclari丹theproblemsandresolutionst ThefollowlngPrOblemswerepointedout．  

1）Therearenostandal．dmodelsoftheadvanceguidaneeforteachingpracticum．Consequentlythere   

isadif7brenceamongstudentsin［heinibrrnationtheycanreceivebeforetheirteachingpracticum  

StartS．   

2）Somestudentsdon’thaveenoughski11softhesportsexceptfortheirspecializedsport．   

3）Somestudentsabsentfromthemselvesduetojobhurltingandcompetitions．   

4）Therearenotclear－CutCriteI・iafortheevaluationofthestudents．   

Thisreportemphasizestheimportanceoffacilitatlngthecooperationoftheunivers］tyandtheafnli－  

atedschooIsandimprovlngtheadvanceguidancefortheteachingpracticum．  

Keywords：Tbachingpracticum，TheColl）OrationoftheUniversltyanditsAfnliatedSchooIs   

1．序 論  様な附属学校を有する大学は筑波大学をおいてほ   

筑波大学は11の附属学校を有し、その内訳は  かに例を見ない。さらにそれぞれの学校が長い歴  

小・中・高等学校から各種の特別支援学校まであ  史を持ち、それぞれの分野で優れた教育実践がな  

らゆる種類の学校がそろっている。このような多  されている。同時に各附属学校は筑波大学の計画  

；I…筑波大学大学院人間総合科学研究科（体育科学系ノ）   
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周辺協力校46校を対象に、教育実習における実  

習内容と指導の実態ならびに道営ヒの問題点など  

について、指導に当たった教員にアンケート調査  

を行っている。それによれば、筑波大学実習生に  

「教職志望の意識」が低いと受け．1ヒめられる実習  

生が少なからずいること、就職試験、大会参加を  

理由に休暇を申請する学生がいることなどが学生  

側の問題点として挙げられている。同時に大学側  

の訪問指導のあり方や、担当授業数や指導案作成  
数が実習校によって大きく適うことなど大学およ  

び実習校の問題点も指摘されている。   

このように教育実習に関連して多くの問題が存  

在するのが現状である。しかしながら実際には、  

教育実習生を送り出す大学側と受け入れる実習校  

との間で、協力体制や指導上の問題点、指導内容  

など具体的な事柄について検討し、課題解決に取  

り組む体制はできていない。このような問題を大  

学と附属学校の連携によって解決していくことは  

できないものだろうか。教育実習は附属学校だけ  

で行われているのではない。したがって、附属学  

校の教育実習だけを改善しても筑波大学体育専門  

学群の学生全員の実習が改善されるわけではな  

い。しかし、大学と附属学校が連携しお互いに顔  

の見える関係の中で、教育実習のあり方を検討し  

ていくことにより、そのシステムやノウハウを他  

の実習校にも応用することができ、筑波大学の教  

職教育全体の質の向上につながるものであると考  

える。   

そこで本論文では、教育実習における大学と附  

属学校の役割と教育活動の現状を明らかにし、大  

学と附属学校それぞれの立場から指摘される問題  

に従い、学生の教育実習を行うことを便命として  

いる。筑波大学体育専門学群では、例年200名を  

超える学生が教員免許取得を目才旨し、教育実習に  

臨んでいる。平成20年度の実習先の内訳は、特  

例措置（宣｝による母校実習80名、附属学校62名、協  

力校63名の合計205名であった（科目等履修、他  

学群生含む）。学群の全実習生の約1／3が附属学  
校で実習を行っていることになる（表1）。教育実  

習を前に大学では、3日間の事前指導および1日  

の事後指導を行っている。そのうち事前指導の2  

日間と事筏指導を附属学校数貝が担当している。  

大学では実習生を送るとともにその教員を教育の  

最前線の力として指導に当ててきた。優れた教職  

放育の成果を挙げるために大学と附属学校との連  

携は欠かせない。香川大学教育学部う）では附属小  

学校と連携して大学院生を対象とした教育実習プ  

ログラムの検討を行っている。その中で実習生の  

授業案践力の向上には「附属小学校教員と学部数  

員の連携」が重要であることを指摘している。ま  

た、木原らヰ）は「特色ある教育実習プログラム」の  

検討の中で、大学、附属小学校、附属中・高等学  

校からのそれぞれの見解をあげ、課題のひとつと  

して「連携の強化」を挙げている。このように「連  

携」を取り上げた多少の先行研究はあるが、教育  

実習の形態や附属学校との関係、学生の教職に対  

する姿勢など大学によって大きな違いがあり、各  

大学による個別の検討が必要である。しかし、こ  

れまで筑波大学体育専門学群における附属学校と  

の連携に着目した研究は行われてこなかった。   

長谷Jtlらユ）は筑波大学における教育実習で、実  

習生を受け入れている附属学校ならびに筑波地区  

衷1教育実習受け入れ数内訳（平成18、20年皮）  

実習校   18年度  19年度  20年度   

附属中学校   10   10   10   

附属高等学校   ＝   10   12   

附属駒場中高等学校   30（15）  19（8）  24（10）   

附属坂戸高等学校   12（6）  12（6）  11（5）   

附属視覚特別支援学校   2   2   2   

附属桐が丘特別支援学校   2   2   

附属学校計   66   55   62   

附属学校以外の協力校（特例（Dを含む）  70   60   63   

特例②による母校実習   84   112   80   

総計   220   227   205   

（）内は2期（内数）   
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点を探りだすことによって、附属学校における教  

育実習に関する諸問題の解決と、附属学校と体育  

専門学群との教育実習における連掛協力体別の  

改善について検討することを目的とする。   

2．方 法   
筑波大学の教職に関わる諸委員会及び学校数育  

局が作成した教育実習に関する資料をもとに、教  

育実習における大学と附属学校の役割と教育活動  

の現状をまとめた。調査対象は、筑波大学ホーム  

ページ教育一致職課程り）、全学教職課程委員会  

ホームページ川）、附属学校教育局概要8）、学群数  

職課程委員会、学群数育実習委員会による履修条  

件関連資料、実習校配当関連資料であった。   

事前指導の前、教育実習の後に教育実習に関わ  

る大学数員と附属学校教員の双方から、教育実習  

に関わる問題について意見を聴取した。また、そ  

れらの問題への対策について大学教員と附属学校  

数員の間で複数個にわたって協議を行った。協議  

および意見の聴取は平成19年度数青葉習事前指  

導実施前の3月、第1期教育実習終了後の7月、平  

成20年教育実習事前指導実施前の3月、第1期教  

育実習終了後の7月の4回にわたり、体育科教育  

に関わる大学数員4名および附属学校保健体育科  

教員25名を対象として行った。そこから得られ  

た問題点及びその対策について結果をまとめた。  

3．結果と考察  

1）教育実習に関わる大学と附属学校の役割と教   

育実習までの日程   

教育実習に関わる大学と附属学校の役割と教育  

実習までの日程を表ユに示した。まず、教育実習  

のための基礎条件として、教員免許状を取得する  

ために必要な単位を修得させ、教育実習への参加  

条件に合致した学生に教育実習参加の許可を与え  

るのは大学の役割である。3年次の6月に特例実  

習希望者が特例実習参加申請書を提出することか  

ら具体的な手続きが始まる。9月にほ特例実習参  

加者を決定し、10月に教育実習参加中講書を提  

出させる。参加申請書の提出を経て、体育専門学  

群では実習校割り当て予備選考会を開き、宴習校  

の割り当てを行う。この子傭選考会は附属学校お  

よび筑波地区協力校の受け入れ条件に基づいて、  

大学で行われる。この結果を基に2月には全学学  

群数職課程委員会にて正式に実習校が決定される。   

3月末には大学で3日間の事前指導を行い、こ  

のうち2日間を附属学校数員が担当する。4年次  

4月、各附属学校での事前指導が行われ、実習開  

始まで指導案作成などの個別の事前指導が行われ  

る。5月、第1期教育実習が始まり、附属学校教  

員が実習指導を行い、大学数員は担当の実習校に  

訪問指導および研究授業への参加という形で関わ  

る。教育実習終了後、附属学校では担当教員が協  

議の上、成績評定を決定し大学に送る。それを受  

けて全学学群教職課程委員会において成績評定が  

決定する。教育実習終了後、終了時期ごとに事後  

指導が行われる。この事後指導は教科を越えて大  

表2 教育実習に関わる大学と附属学校の役割と教育実習までの日程  

附属学校  実施時期   

特例実習参加申請書の提出（該当者のみ）  

特例実習参加者の決定  

教育実習校割り当て予備選考会  

教育実習割り当て校の決定  

事前指導（大学）  事前指導講師  

事前指導（実習校）  

教育実習Ⅰ期  

成績評価表の提出  

事後指導講師   

教育実習江期  

成績評価表の提出  

事後指導講師   

教育実習事後指導  

第Ⅰ期成績評価の決定（全学学群教職課程委）  

教育実習事後指導  

第Ⅱ期成績評価の決定（全学学群教職課程妻）  
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る。このように教育実習の参加に当たり、条件を  

付して大学が許可を与えている。この許可に関し  

て「教職志望の意識」が低い学生が実習に参加す  

ることが問題視されている。表4に示すとおり教  

育実習参加条件の第lに「卒業後に教員になるこ  

とを強く希望する者」とあるにもかかわらず、体  

育専門学群の約200名が教育実習に参加する中、  

実際に教員免許状を収得するのは約150名という  

現実がある。学群数背嚢習委員会により教育実習  

の参加資格が厳格化されたが、今後も経過を見守  

り、継続してこの問題に取り組む必要がある。   

次に教育実習校の割り当ての問題がある。特例  

措置は①腱済的理由により、近隣の附属学校・協  

力校の優先割り当てを希望する者、④蘭済的理由  

以外の特別な理由により出身校での実習を希望す  

る者に対して設けられている。特例措置による教  

育実習の許可については、学群教育賽周委員会で  

の審議によ町淑定される。約200名の教育実習参  

加希望者に対して附属学校を含む協力校の受け入  

れ可能数は約110名で、特例措置②による母校実  

習に相当数の学生を送らぎるを得ない。特例に当  

てはまらない学生については、附属学校での実習  

は遠距離であるため経済的な問題もあり、筑波地  

区の協力校に希望が集中する。このような状況か  

ら体育専門学群では実習校の割り当てに関して予  

備選考会を実施し、希望の重複する実習校につい  

て抽選を行っている。この結果1校あたりの受入  

数の多い附属学校には拙選に漏れた学生がまわる  

ことになり、受け入れ条件の面で必ずしも附属学  

校の希望に添えないこともある。実習校の割り当  

てに関しても、附属学校を含む協力校との相互理  

解が不足しており、情報交換が必要である。  

3）筑波大学における教育実習事前指導   

筑波大学の教育実習事前指導はこれまでに、日  

程や内容、実施時期など工夫を重ねて実施されて  

学で行われるが、この指導は大学教員および附属  

学校教員によって行われる。9月には第2期の教  

育実習が始まり、第1期と同様の流れで実習、事  

後指導、成績評定の決定と進められる。第2期の  

事後指導終了後、11月の全学学群教職課程委員  

会で教育実習の単位認定が行われる。   

このように教育実習に関して大学と附属学校で  

役割分担がなされているが、調査の結果さまざま  

な段階で問題点があることが分かってきた。以下  

に時間を迫って教育実習に関する実態と、それぞ  

れの段階で存在する問題点をあげていく。  

2）教育実習参加の許可と実習校の割り当て   

大学卒業後、中学校、高等学校等の教育職員に  

なろうとする者は、基礎資格としての学士の学位  

（卒業）に加え、教育職員免許法（以下免許法と  

する）に定める教育職員免許状（以下免許状とす  

る）を修得しなければならないり）。この免許状取  

得のためには表3に示した所定の単位の修得が義  

務付けられている。これらの単位を修得した上で  

「学校教育の実際をあらかじめ体験研究すること  

ができる唯一の機会」としての教育実習に参加で  

きることになる。大学でほ教育実習の参加資格を  

表4のように定めている。さらに体育専門学群数  

育実習委員会では、平成20年度実習生から参加  

資格として教職科目の中で所定の13科目の90％  

以上の単位を修得清であることを条件としてい  

表3 教員免許状取得に必要な最低修得単位放  

科目区分   最低修得単位数   

①教職に関する科目   中学校31単位  

高等学校26単位   

（∋教科に関する科目   中学校20単位  

高等学校20単位   

③教科または教職に関する科目  中学校 8単位  

高等学校16単位   

④その他の科目   10単位  

＊ 中学校教諭一級．高等学校教諭一級免許習得の場合  

衷4 教育実習の参加楽格  

（D卒業後に教員となることを強く希望する者  

②前年度（3年次の10月）に「教育実習参加申込書」を提出した者  

③教育実習の参加年度に本学学群の4年次生として在籍している者  

④原則として教育実習を除く他の「教職に関する科目」のすべてを前年度（3年次）までに修得済みの者  

⑤「教科に関する科目」の単位を十分履修している者   
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いる。例年4月上旬に行われていたが、平成20年  

度は3月26、27、28日の3日間に行われた。この  

うち1日日は概要の説明や卒業生による体験談、  

附属学校数員によるシンポジウムなど全体指導を  

行い、2日目からは附属学校数貝による実践的な  

指導案づくりおよび模擬授業が行われる。附属学  
校数員の担当は例年1、5日間であったが、より実  

践的な指導を重視して、平成18年度から2日間に  

変更された。この事前指導の内容は以下の通りで  

あった。   

衷5に示すとおり、2日間の事前指導のうち1日  

目を指導案作成に関する講義および指導案作り、  

2日目を模擬授業に当てている。まず現場の教員  

から見た「教師」という仕事を解説し、指導案作  

りの実際について講義を行っている。講義の概要  
を表6に、指導案作成のための資料「指導案の記  

入の仕方」を未7に示した。この講義のあと、約  

50名の学生を実習校種を考慮して10グループ程  

度に分け、「保健」と「実技」それぞれ5グループ  

ずつ担当を決定する。「実技」は事前に附属学枚  

教員が希望をもとに割り当てられたひとつの種目  

を対象とし、屋外種目は雨天時の対策も考えさせ  

る。「保健」は教科書の中から単元を分担し、原  

則として教室で授業を実施する。昼前から午後の  

時間は図書館やインターネットを使ってグループ  

ごとに指導案を作成する。作成中も附属学校数員  

が指導をし、童終的に授業ができるところまで仕  

上げて翌日の模擬授業を迎えられるようにする。  

時間内に終わらないグループは誅遷として翌日の  

授業前にチェックを行う。   

模擬授業では50分の授業時間のうち20分間を  

代表の学生が行い、10分間をディスカッション  

の時間とする。担当グループ以外が生徒の代わり  

に授業を受け、教材、教師行動、マネジメントな  

どの点から意見交換をする。午前と午後で保健と  

実技を行う。   

附属学校数貞が担当する内容は各担当教員に任  

されており、最近まで統一されていなかった。大  

学で行われる事前指導における附属学校教員の持  

ち時間数が増えたことや、附属学校の教員構成が  

大きく入れ替わり若い教員が増えたことなどか  

ら、以前からの懸案事項であった内容の統一につ  

いて協議した。これまで行っていた指導内容を各  

担当者が紹介し、意見交換を行った結果、全体の  

流れや講義内容は前述したような内容で展開され  

るようになった。今後さらなる内容の充実に向け  

て、検討を進める必要がある。   

内容以外では、当日佗桐できる施設、用具の問  

題、附属学校で実習する学生を一講座に集める  

か、直接の担当教員の講座に入れるかなど講座の  

編成の問題、実習中に行う授業観察の指導に関す  

る問題が挙げられる。授業観察については教師の  

表5 教育実習事前指導の日程と内容  

時間   活動内容   担当   

9：15・－9：35  教育実習を始めるにあたって   全学学群数職課程委員会委員長  

全  
9：35～10：35  人権教育の問題と心得   大学教員   

日  体  10：50′、－11：50  学校保健の実際と心得   附属学校教員   

目  円 コ貰  13：00～16：30  シンポジウム   大学教員．附属学校数員  

「教育実習にどう取り組んだらよいか」   協力校教員．卒業生   

9：40～10：30  講義「指導案と授業の実際について」   

10：40｛－11：00  グループ分け  

11：00～12：00  

2  教  対象（中学と高校）、内容（保健と実技）   附属学校数鼻  

日  グループ作業（指導案作り、資料収集、分担など）  

13：00～17：00   

作成の作業を指導し、翌日の模擬授業ができるようにする。  

完成しない班は、修正の必要な点を指導して翌日までの課題と  

する。   

3  教   
9：00～12：00  模擬授業（保健）模擬授業20分＋ディスカッション10分×5班   

日  科  13：00～16：00  模擬授業（実技）保健と同様   附属学校教員  

目  別  16：10′－17：00  全体のまとめ 実習全般に関する質疑応答  
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泰6 事前指導講義概要「指導案と授業の実際」  

指導項目  具体的な指導内容   

教職のみならず、企業への就職やその他の進路に関しても意義ある経験であ  
教育実習の意義  る  

教育実習  

を行うに当             教師としての自覚  実習生であっても生徒にとっては「先生」である  
ロ                     たっての心  

構え   
実習校の方針の尊重  実習校の方針を理解し、尊重する  

自身の持っている教育感や経験だけでは対応しきれない。この機会に自分を広  

ずる。   

授業とはな  体育の意義   スポーツ指導とスポーツ教育  

2         にか  「体育」とはなにか、学校で行う「教育」とは何か   

指導案の意義   
計画のない授業は存在しない。体育は目的の実現に向けた意図的・計画的な  
営みである。  

指導案に  

3   ついて  意図的・計画的に学習を進めるための目標が不可欠。  

実習生自身のため、生徒のために必要なものである。   

構造   年間計画、単元計画、時案という関係性とその意味  

構成   
対象、時間数、学習の目標、それを実現するための学習内容、実際の活動、指  
導上の留意点、時間配分など  

指導案の  
作成上の注意点   単元計画に基づいた本時の目標の設定  

4   実際  
学習目標を達成するための学習内容の設定と、安全や効率に配慮した実施の  

（表3）  
仕方  

「何をどういうふうにやらせるのか」実際の授業の想定と指導案上の作図  

学習のポイントは何か（インストラクションの仕方、内容の精選）  

実際の授業を想定した指導上の留意点（どんなことが起こり得るか、具体的に  
イメージする）   

マネジメント   
学習活動に直接かかわらない行動（マネジメント）にかける時間はなるべく少な  

いほうがよい。効率のよい授業展開  

説明や指示、言葉遣い  

社会人、教育者としてのことばの使い方  

教員の個性  

指導案以  
時間の問題や指示の不慣れさから実習生が準備や片付けを行ってしまうケー  
スが多いが、「自分で使うものは自分で」は指導すべき内容である。  

5   外に考える  

べきこと  準備運動・整理運動   

大学の部活動のつもりで行うとその運動をやったことのない子どもたちには伝  

わらない。  

内容の適切さと正確で意味のある実施  

授業参観   
他の授業をなるべく多く観察し、実習生同士で意見交換をするとともに、成果を  
自分の授業に反映させる。  

服装や態度   通勤時、授業中の適切な服装や態度。社会人としての自覚   

他の人の授業をなるべく多く観察することで授業者へのフィードバックだけでな  

8  授業観察 法  授業観察の意義       く、自らの授業づくりにも役立てることができる。  
観察法の実際   

「授業場面の期間記録」「教師の相互作用行動」を用いて授業の組織的観察の  
意義と方法、活用の仕方。   

や用具の準備や場の設定、生徒との関係作りなど  

で手一杯の実習生にとって負担が増えることにな  

るので、すべての学校で取り組んでいるわけでは  

ない。導入に当たっては実習生の負担の面と、こ  

のための事前指導が必要なことからも、実習生の  

数の少ない協力校での実践は難しい。今後の扱い   

相互作用行動を観察する方法や授業場面を観察す  

る方法などを用いて、実習生同士でフィードバッ  

クできるように指導している。他の実習生の授業  

を具体的な方法を用いて観察することで、授業者  

へのフィードバックのみならず観察者にも良い影  

響が見られ、有意義である。一方で、指導案作り  
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表7 保健体育授業指導案 記入の仕方  

保健体育授業指導案 記入の仕方  

単元名：単元名を記入  

授業者（作成者）00  

時間数 00 時間中 00 時間日  

対象  ○年○租 性別 00名  

場 所：授業実施場所を記入  

【本時の目標】  

・単元計画に基づき，本時の目標を記入．  

指導教官 00  

【準備】  

・授業で使用する用具，場の設定を具体的に記入．  

【学習の流れ】  

指導上の留意点  学習内容  学習活動   

指導する上で留意す  
べきことを学習活動に  
対応させて記入．  
表現は「～させる」．  
運動実施上の注意点  
や予測される生徒の  
反応とその対応など．  
授業を具体的に想定  
して記入．  

実際に生徒が行う活動を具体的に記入．  
表現は「～する」  

実際の活動をイメージして，場所の設定，  
用具の配置．生徒の動き方などを記入．  
必要に応じて図示．  

学習内容を簡潔  
に記入．  

る。また、授業終了後は実習生同士で意見交換を  

し、担当教員と反省会を行い指導を受ける。「実  

技」「保健」ともに実習前に十分な教材研究が必  

要であることを伝え、準備を促す。「保健」に関  

しては資料の収集や学習内容の選択、「実技」に  

関しては実技研修を行って、頭で考えるだけでな  

く実際に動いて考えるよう指導する。また、競技  

の一線で活躍する選手も多く、教員になってから  

も保健体育の教員にとって部活動の指導は重要な  

位置を占めることから、積極的な部活動への参加  

を促している。しかし、授業第→であるので優先  

順位を守るよう指導する。実習全体を通しては実  

習生同士でお互いに助け合って前向きに取り組  

み、他教科とも協力するよう呼びかける。   

表9に附属高校の実習生授菜担当表を示した。  

表中のA、Lの担当者を実習生が話し合って決定  

する。実習生は1年生または2年生の授業を一講  

座ずつ担当し、これを中心に指導案を作成する。  

3年生は選択授業で生徒の自主的な活動が中心に  

なるので、その指導を行うが、種目によって（未  

履修教材）は実習生が主導する。これらの持ち時  

間数及び負担のバランスと、「保健」を含めてな  

るべく多くの教員と関われるように全体を配慮  

し、セットされたA、Lを選択する。実習生は少  

なくとも3名の教員と関わりを持つことになる。   

について検討が必要である。  

4）実習校における教育実習事前指導   

各校4月初旬から中旬に実習校での事前指導が  

行われている。ここでは学校の教育方針や教科以  

外の学校全体のしくみ、学校（生徒）の様子など  

具体的な指導がなされる。したがって、その内容  

は実習校によって異なる。附属高校の現状を以下  

に示した（表8）。   

まず、全体会ですべての実習生に対して学校全  

体の説明を行う。学校の特色や行事、教科以外の  

仕事、教務上の決まりなどについて概要を解説す  

る。教育実習では教科指導に重点が置かれるが、  

学校を運営する上での仕事や担任としての仕事な  

ど、授業以外の重要な仕事があることにも日を向  

けさせる。また、附属学校で実習を行う学生は日  

常の生活場所を経れて実習を行わざるを得ないた  

め、生活に関する留意点も説明し、3週間無事に  

実習を終えられるように指導する。   

教科別指導では実習の実態をより詳しく解説  

し、打ち合わせを行う。実習校の生徒の様子や授  

業の様子、施設や用具など具体的な授業の実態に  

ついて説明する。実習中は担当した授業のすべて  

について指導案を作成し、担当教員の指導を受け  

た上で了承．されなければ授業はできないことにな  
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表8 附属学校での事前指導（附属高校）  

項目  指導内容   

教育実習生に期待すること（副校長）   実習を始めるにあたって挨拶  

附属高校の組織と運営（教務部長）   学年暦．学校行事．教務上の諸注意  
全体会  
13：00～              実習の実際と諸注意  実習に当たっての心構え  

実習の内容（教科指導、HR指導、部活動など）、流れ  

勤務時間、実習中の生活について   

授業の概要  体育授業の約束事  生徒の服装・靴、施設利用、出席、評価など  

授業時間、持ち方  

校内体育施設、用具   

実習全般  指導案の提出   担当教員の指導、指導案了承の上で授業を行う  

授業反省会   
担当した授業のすべてについて、実習生同士意見交  
換をし、担当教官と反省会を行う  

教科別指導  
教材研究と実技研修  

14：30～  実技は実際に動いてみて教材、学習内容を考える  

部活動への参加   

実習手帳   実習手帳は毎日記入し、指導教員の検印を受ける  

勤務時間と活動時間  学校で活動できる時間の限度など  

実習中の生活  実習中の生活と健康管理  

心構え  

授業担当の決定  表9参照  

担当教員と打ち合わせ  担当授業に分かれて打ち合わせ、今後の予定  

このあと担当に分かれて内容の説明、課題の掟  

示、授業見学と指導案作成指導の予定検討を行  

う。担当する授業の単元計画と1時間日の時案を  

実習開始前に作成する。そのために実習が始まる  

までの間に実習校を何度か訪問し、実際の授業や  

生徒の様子を見学するとともに、担当教員の指導  

を受けることを義務とする。   

先に述べたとおり実習枚における事前指導の内  

容は学校によって異なる。ここでの問題点とし  

て、実習校によっては体育授業の実態や学校独自  

のやり方などについて十分な情報提供がなされて  

おらず、実習に活かせる指導案づくりが行えてい  

ないことがあげられる。大学で行う基礎的な知識  

を実習校の状況に合わせて応用させるためには、  

第一に実習校の授業の実態をつかむ必要があり、  

実習校側からの十分な情報提供が求められる。  

5）教育実習生について   

第Ⅰ期が5月中旬～6月初旬、第Ⅱ期が9月初  

旬～下旬に教育実習が行われる。事前に指導案を  

作成し、ほとんどの学校で1過日から授業を担当  

する。附属学校ではl校あたりの受け入れ人数が  

多いため、1人あたりの担当授業数は多いとはい  

えない（附属高校では12～15時間程度）。その分  

各授業の指導案に関しては十分な指導を行い、さ  

まざまな角度から時間をかけて反省会を行ってい  

る。事前に指導を行っても実習が間近にならない  

と準備にかかることができず、教材研究が十分で  

きずに実習に臨む学生が大半である。したがって  

授業の準備に毎日遅くまでかかり、なかなか指導  

案が書けない現状がある。そのため部活動など授  

業以外の学校の活動に関わることができない学生  

もいる。第3週日に研究授業を行っている。l校  

あたりの実習生が多いため、全員が行えない学校  

もある。大学の指導教員を招いて、教科数員と実  

習生が全員参観し授業後に研究会を行う。担当し  

た実習生は3週間の成果を全員の前で披露し、貴  

重な意見やアドバイスを得ることができる。   

実習生の運動経験が未熟であるという指摘があ  

る。専門種目はトップ選手でも体育教師に要求さ  

れる多種目の能力、経験がない。現在の学生たち  

は今まで受けてきた学校数育の中で選択制が導入  

された世代にあたり、これまでの体育授業の中で  

全員が同じ種目を経験していない。このような  

「選択制の弊害」とも言うべき問題が表面化して  

いると考えられる。また、大学の実技の授業の中  

で指導法が扱われていないのではないかという附  

属学校数員からの疑問も上がっている。指導する   
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表9 教育実習生授業担当表  

実習生  

4   担当者   

12男子  サッカー N（6／18）  A  6  

12女子   バスケットボール K（6／18）  B  8  

れ工ン テ サッカーN（8／17）  C  

ーショ ン・測定  D 6 

56男子  N  サッカー N（6／17）  E  

56女子  K  F s 

0期  第1期（4月  ～教育実習）  仁第2期（教育実習一夏休み前）  

2   10～11   ’ 2ト23（うち③水泳）  

12男子  柔道 S（7／20）   G  2＋7  

112女子   測  陸上競技So（7／20）   H  2＋7  

2   ハ●レーホ●－ル F（7／19）   2＋7  
年  
定                 生   陸上競技 K（7／19）   J  2＋7   

56男子  陸上競技 So（3／10）  柔道 S（6／18）   K  3十6  

56女子  体操 F（3／10）  陸上競技 Soく6／18）   L  3＋6  

第1期（4月中）   第2期A／B  
5（うち①オリエ）   毒14＋17（うち③水泳）／13＋16（うち③水泳）  

Sバスケ（7／14）→柔道（2／14）  A  

Fバレー（7／14）→バレー（2／14）    0・L   
1123組  

N サッカー（7／14）→サッカー（2／14）   J・I  

Soテニス（7／川）→ハ●ト●ミントン（2／14）   B  7＋2  

3 年 生   
Sサッカ  D  7＋2  

Kバスケ   
弓456細  

G・H  

N テニス（了／13ト→サッカー（2．／13）  

保健・体育理論  

実習   教員   

1組  D  N  

■  

3相  8  So  
年  

4租  C  K  

生  

6組  F  F   

1組  J  F  

2  

3組  

年  

生  

確
 
保
 
瑠
 
偉
 
確
 
保
 
保
 
確
 
保
 
等
 
確
 
保
 
 

＊各単元名の故にあるアルファベット（S，K，F，N，So）は担当教員を示している．  

＊保健・体育理論の表中の「理」は体育理論．「保」は保健を示している．  

立場で考えられない学生が多い。実際に附属学校  

の教員が柔道や陸上競技、バレーボールといった  

主要な種目において実習中に講習会を行うのが現  

実である。   

指導案については、一人で初めから終わF）まで  

指導案を書いたことがないという学生が多数い  

る。現在の大学のシステムでは、指導案作りや模  

擬授業などの授業を受けなくとも実習に行くこと  

ができる。単元計画という概念がなかなか持てな  

い学生が多く、時間当たⅠ）の指導案の積み重ね  

で、つながりがない授業になりやすい。まず全体  

像を見通すことができない。  

「保健」については、学習内容が広範囲にわた  

り、学生が大学で専門的に学んでいる分野でない  

ことが大半であり、教材研究の不足が例年の問題  

となる。事前の教材研究不足により50分の講義  

に耐える授業内容が準備できず、3週間目には学  

習内容を準備することさえままならないという事  

態に陥ることも少なくない。近年筑波大学の養護  

教諭実習も始まり、看護学類の学生の「保健」実  

習も指導することになったが、これと比較すると  

その専門知識、教材に関する興味関心にかなりの  

差があることが指摘される。それはやむを得ない  

としても、専門でない分野こそ準備が必要であるの  

にそれが不十分であることが例年の問題点である。   

このような実態から、附属学校教員の聞からは  

大学の授業はどうなっているのかという疑問が多  

く出された。指導案に関しては「体育授業理論実  

習Ⅰ・Ⅱ・Ⅷ」の内容を含む大学での指導の状況  

について1）、また実技については学群の「基礎実  

技」のシステムなどを大学側から説明し、情報提  

供を行った。しかし、情報提供だけでは解決には  

ならない。特に実技の問題は大学だけにとどまら  

ない問題であるだけに課題ほ大きい。   

教育実習中に就職活動や大会への参加による休  

暇を申し出る学生がいることはこれまでも問題視  

されてきた㌔教職を目指す学生の大半が教職に  

ついていた時代とは異なり、現在の教員採用は狭  

き門である。教員にならない学生にとって大学4  

年生のこの時期、就職試験は人生を左右する大き   
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とともに今後の動向を見守っていくべきであろう。  

6）教育実習事後指導について   

事後指導は実脚寺期によってまとめて実施され  

ており、指導は大学教眉と附属学校数貝によって  

行われる。この事後指導は他教科の学生と合同で  

あり、その内容は教育実習報告会の意味合いが強  

い。実習校及び教科ごとに実習の状況や成果を報  

告し合い、それについてディスカッションする形  

式をとることが多い。   

事後指導に関しては報告会を行うのみで、実習  

の終アした学生に対する「指導」が十分になされ  

ているとはいえない。教育実習を通しての成果は  

何か、将来の希望への影響があったか、実習中  

困ったことは何か、どんなことを準傭しておけば  

よかったかなど実習を終了してはじめてわかるこ  

とについて調査し、指導することが必要である。  

それによって問題点を抽出し対策を立てることが  

でき、次年度の実習生にも役立てることができ  

る。実習の成果を次年度に引き継ぐためにも事後  

指導の充実が望まれる。平成21年度の免許法改  

正にともなって、教育実習の終了した学生に対し  

て事後指導の意味を持つ単位の修得が義務付けら  

れ、授業も新たに開設される。教育実習が実際の  

教職に役立つものにするためにもこの授業におけ  

る個々に対応した指導が必要とされる。  

7）実習の評価の問題   

数育実習の成績評価は実習校における担当教員  

によって行われる。成績評価は「学習指導」「生  

徒指導」「資質・能力」「関心・態度」の4つの評  

価項目について、それぞれ3（優れている）、2（普  

通）、l（劣っている）の3点法で評価し、その合  

計点から総合評価をA（12、10点）、B（9～7点）、  

C（6、4点）、D（不合格）を基準として決定す  

ることになっている。実習校で出された成績評価  

が大学に送られ、全学学群教職課程委員会におい  

て正式に決定される。   

附属学校ではこの成績評価が教員採用試験の  

際、どのように影響するかを考慮し、低い評価を  

つけにくいのが実態である。これは評価の基準が  

明確でないことが問題である。現状では実習校に  

その判断を預けていることになる。実態に即して  

評価をすべきということであれば、実態に即した  

評価ができるような明確な基準がないと低い評価   

な問題である。ニのような学生が教員免許を取る  

現状にあって、実習中に就職試験が入ることはあ  

り得る。しかし、教員になるための実習である以  

上、実習中は実習を優先するべきである。このこ  

とは大学も十分理解し、事前に学生にも指導して  

おり、以前よりもこの間題は少なくなったといえ  

る。しかし、個別に見るとなくならないのが現状  

で、実習校は個別の対応を迫られる。大会への参  

加についてはチームでも主力である大学4年生の  

この時期、大切な大会と実習が重なることはやむ  

をえない。筑波大学が実習の時期を5月上旬から  

の第Ⅰ期と9月初旬からの第Ⅱ期に設定している  

以上、避けられない問題である。保健体育の教員  

にとって、専門の競技経験はその後の教員として  

の資質・能力や生き方にも大きな影響を与えるこ  

とを考えると、この間題は他教科とは違う意味も  

持っている。しかし、考え方は就職活動と同様  

で、時期を選ぶ、影響を最低限に抑えるなど個別  

に対応しているのが現状である。大学4年間の競  

技生活を優先に考えるならば、大学4年間は鶴技  

を僚先して教職はその後大学に残って耽るという  

考え方もできるが、この判断は個々の状況に応じ  

てなされるべきであろう。このような問題事例に  

ついて実習校からは、事前に分かっているのであ  

ればなるべく早い時点で実習校に連絡することが  

望まれている。またその対応についても、実習校  

またはケースによってさまざまであることが報告  

されている㌔   

教育実習に対するモティベーションが低い学生  

がいることも指摘される。このようなケースは就  

職が決まっている、あるいは教員にならない学生  

が教員免許を「一応」取得するために実習に来る  

場合に見られることが多い。教員にならない学生  

が教員免許を取得する必要はないわけだが、「い  

つかはなるかもしれない」「とれるものなら山一応  

取っておく」というあいまいな考えの学生も存在  

する。このような学生も実習中は教師の立場であ  

り、社会に出てからも有意義な経験となるので真  

剣に取り組んでほしいという指導により、大半の  

学生は真剣に取り組んでいる。大学でも実習校で  

も厳しく注意しているにもかかわらず、例年のよ  

うに問題に挙がる。平成21年度からの教員免許  

更新制導入によって、教員免許にも有効期限がつ  

くこととなり、免許を取得しようとする学生に変  

化が見られることも考えられる。対策を検討する  
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はつけにくい。教員採用試験に直接影響を与える  

ことが予測される教育実習の評価は非常に雉し  

く、附属学校では例年問題となっている。妥当な  

成績評価のための基準作りと学生への周知徹底が  

必要で、これにより教．育実習に対するモティベー  

ションの低い学生にも何らかの影響が及ぼされる  

のではないか。  

4．まとめ  

1）教育実習に関わる主な問題点   

教育実習に関して大学、附属学校の双方の立場  

からその実態を調査した結果、以下のような問題  

点があることがわかった。  

（も教職意識の低い学生が教育実習に参加するこ   

とで、教育実習へのモティベーションの低さ   

につながるケースが多いなど、教育実習への   

参加許可に関わる問題。  

④教育実習校の希望に偏りがあり、抽選で実習   

校を割り振らなければならない、附属学校の   

受け入れの要望が十分に反映されないなど、   

実習校の割り振りに関わる問題。  

③附属学校間での情報交換や協議の機会の不足   

から、事前指導の指導内容が統→されていな   

い、大学の事前指導におけるクラスの分け方、   

授業観察の指導と実施の問題、附属学校での   

事前指導における情報提供が実習校によって   

は不十分であるなど、大学および附属学校で   

の事前指導に関わる問題。  

④事後指導の内容が報告会という形で行われて   

おり、教育実習を実際の教職に活かす十分な   

指導がなされていないという問題。  

⑤学生の専門以外の種目の実技能力が低い、指   

導案が書けない、教材研究が不十分である、就   

職活動や大会参加などで実習を休む、実習に   

対するモティベーションが低いなど教育実習   

生自身の問題。  

⑥成績評価に関する明確な基準がなく、附属学   

校では実態に即し成績評価をしにくいという   

評価の問題。  

2）問題点に対する解決策と今後の課題   

これまでにあげた問題点は、教育実習生のモ  

ティベーションや実技能力および教授能力が不十  

分な学生がおり、現時点ではこれらの学生を大学  

や附属学校で指導しきれていないことを示してい  

る。しかしながら、教育実習指導のさまざまな段  

階で改善できることがあると大学と附属学校がそ  

れぞれの立場で認識しており、解決しにくい状況  

や制限が同時に存在していることもわかってき  

た。従ってそれぞれの問題に対して直面している  

担当者が、個別に問題を解決Lようとしてもそれ  

は容易ではなく、問題解決のためには障害となっ  

ている要素の調整が必要になる。   

例えば教育実習生のモティベーションや実技能  

力および教授能力が不十分な学生に対しては、大  

学や附属学校が能力改善のための十分な指導をす  

る必要がある。その上で実習への参加に足る能力  

に欠ける学生にほ、条件を厳格化するなどして対  

応することが考えられる。そのためには教育実習  

への参加に足る能力とはどの程度のものか、どの  

ような実技能力や教授能力を教育実習前に身につ  

けておく必要があり、学生のどのような態度や行  

動が教育実習の指導に支障をきたすのかなど、大  

学と附属学校が共同して明確にする必要がある。  

それらを共通認識とし、共通の目標を持つことが  

できれば、致育実習に関わるすべての指導の段階  

で活かすことができるであろう。   

また、指摘されている問題の原因や対策の実効  

性についても明確にする必要がある。大学の授  

業、事前指導、教育実習校で教えられる指導案の  

様式や記入方法が異なることで、学生が指導案の  

作成に苦労するのであれば、様式を統血する必要  

があるし、実習校から提供される情報が不十分な  

ために、適切な指導案が書けないのであれば情報  

を十分に提供する必要がある。これらは実現可能  

であり、今後の現実的な課題である。一方、学生  

が高校までに経験してきていない運動種目の寡技  

能力を大学の授業だけで補うことは難しいが、大  

学の授業の中で指導法を多く取り入れることほ可  

能である。何が実現可能で何が不可能かを明確に  

し、どこまで改善できるかを検討したうえで、望  

ましいレベルまで引き上げることができなけれ  

ば、それを前提として対策を考える必要がある。   

教育実習と就職活動、大会参加が重なることに  

関しては、学生の明確な将来設計や日程の調整な  

どによる早めの相応が求められるが、避けられな  

い場合はやむを得ないこととして処理されてい  

る。この対応は附属学校をはじめとする実習校で  

個別に行われているが、この状況を前揺条件とし  

た上でこのようにすべきという共通認識はできて   
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いない。また、これまで長年にわたって問題視さ  

れながら見過ごされてきた、成績評価の問題も同  

様である。評価を任されている附属学校は、教員  

採用試験に影響するという現状を考慮して、低い  

成績をつけないように配慮している。過去に何度  

もこの間題は取り上げられ、大学側もこの現状は  

認識してい るが、それを踏まえた上でどのような  

基準で評価すべきか、は明らかにされていない。  

評価基準や評価の仕方を変更する権限がどこにあ  

り、どのような手続きで検討すべきなのかについ  

ては不明なままである。   

以上のことから、（1）教育実習の各段階を担当  

している機関や担当者が個別に対応するのではな  

く、大学と附属学校が連携して問題解決に当たる  

こと、（2）教育実習のねらいと目標を明確にL、  

それを共通認識として各段階での指導に反映させ  

ること、（3）目標達成を阻害している要因につい  

て検討し、具体的な改善策を実行できるように情  

報交換や検討を弓削二行うこと、（4）やむを得ない  

状況により対応が維しい問題についてもその状況  

や制限を把握し、前提条件とした上ですべきこと  

や判断基準を大学と附属学校が連携して決定する  

ことが重要であるといえる。具体的な取り組みや  

改善策について本文中に述べてきたが、こうした  

対策を大学と附属学校の連携の中で一つ一つ積み  

重ねていき、それを周辺協力校やその他の実習校  

にも応用していくことで、筑波大学の教職教育を  

より現実的で高度なものにしていくことができる  

であろう。  
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